
大東建託グループの大東建託パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤功次）の100％出資子会社

である、少額短期保険ハウスガード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加科真）は、金融庁が策定した

「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、２０１７年６月９日に「お客さまファースト宣言」を公表しています。

今般、お客さまファーストの取組方針に基づく２０１７年度の取組状況を、『「お客さまファーストの取組方針」に基づく

取組状況について』としてとりまとめましたので、別紙のとおり公表いたします。

今後も、お客さまに迅速かつ丁寧なサービスと誠意あるコミュニケーションで安心を提供し、お客さまの満足を最大の

喜びとして業務を遂行するとともに、お客さまファーストの取り組みについて、定期的な検証・見直しを継続していきま

す。

ハウスガードホームページ http://www.hg-ssi.com/

関連ニュースリリース

２０１７年６月９日 「お客さまファースト宣言」の策定・公表について

http://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2017/aqehc40000007ga4-att/20170609_firstsengen.pdf

２０１８年７月３１日報道関係者各位

「お客様ファーストの取り組み方針」に基づく取組状況のポイント

●２０１７年６月に家財系の少額短期保険業者の中で、お客さまファースト宣言の策定・公表を先んじて行い

ましたが、今回の取組状況の公表も少額短期保険業界では先行して対応しました。

●取組内容の中には、大東建託グループの少額短期保険業者だからできる次の項目を２つ記載しています。

＜別紙＞

・Ｐ５ 改善事例２（退去・解約手続きの簡素化）

・Ｐ９ 項番１（迅速な保険金支払）

●また、少額短期保険業界において以下の取組を先駆けて実施しています。

・Ｐ２ （３）②保険料銀行振込の猶予期間導入

・Ｐ３ ２オーナーズガード更改手続きの簡素化

・Ｐ３ ＳＭＳメールから申し込み画面へログインできる非対面募集の運営開始（2018年4月より開始）

・Ｐ８ 保険金請求書類の省略によるペーパーレス化と迅速な保険金の支払い（2018年7月より開始）

●今後は、ＩＴ重説と連携した非対面のスマホ申込みを展開していきます。

「お客さまファーストの取組方針」に基づく取組状況について

＜本件に関するお問い合わせ＞

大東建託株式会社 広報部 広報ＣＳＲ課 ＴＥＬ：03-6718-9174
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